
 本調査に関するお問い合わせ先 

福岡市では、人権問題に関する市民の意識を把握し、啓発事業等の人権施策の一層効果的な推進を図ると
ともに、今後本市が取り組むべき人権行政のあり方を検討するため、調査を実施しています。

令和7年度（2025年度）人権問題に関する市民意識調査

【TEL】092-711-4338 【FAX】092-733-5863
【E-mail】jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp

人権啓発相談室 

月～金曜日／10時～12時、13時～17時

※詳細については、福岡市HPに掲載します。

令和8年3月発行

※回答は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならないことがあります。

福岡市　人権 検 索

相談専用 092-717-1247 相談時間

調査対象者

調査
方法

回収
状況

福岡市内に居住する満１８歳以上の市民 ３，０００人（住民基本台帳からの無作為抽出）

回答は令和7年10月に郵送
またはインターネットによる調査を実施

有効調査票
1,187票（回収率39.8％）

福岡市市民局人権部人権推進課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号

今回（令和 7 年度）

尊重されて
いる
55.9%尊重されて

いない
20.9%

前回（令和 4年度）

尊重されて
いる
60.6%

尊重されて
いない

人権が尊重されている社会だと思いますか？

どちらかといえば
尊重されていないと
思う12.7%

わからない 7.4%
無回答 2.3%

いちがいには
言えない
11.5%
尊重されて
いないと思う
5.4%

どちらかといえば
尊重されていると
思う 47.9%

尊重されて
いると思う
12.7%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット（SNSを含む）による人権侵害
働く人の人権(パワーハラスメントや長時間労働など)

女性の人権
障がい者の人権

犯罪被害者やその家族の人権
災害に伴う人権(避難生活でのプライバシーの問題や風評被害など)

性的マイノリティの人権
高齢者の人権
子どもの人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権
ヘイトスピーチによる人権侵害

外国人の人権
ホームレスの人権

同和問題に関する人権
感染症の患者等(HIV感染者、肝炎ウィルス感染者、新型インフルエンザ等の感染者等)の人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権
ハンセン病患者・元患者や家族等の人権

アイヌの人々の人権
その他
無回答

尊重されていないと思う人権問題は何ですか？
上の設問で「どちらかといえば尊重されている」「どちらかといえば尊重されていない」「尊重されていない」「いちがいには言えない」を選択した人のみ回答

（あてはまるものすべて）

人権問題に関する
市民意識調査

令和7年度 福岡市

Q.

Q.
前回と比較して、「尊重されている」の割
合が4.7ポイント増加し、過去の調査結
果と比較して、最も高くなっています。

57.7         　　  
48.4　       　        

35.7 　　　　     　　　     
33.0　　　　     　　　      
32.9     　　　    　　　     

26.0　 　   　　　　　　　      
25.8  　　   　　　　　　　      
23.0 　　　   　　　　　　　     

22.9                                        
21.7 　　　　   　　　　　　　     
20.3 　　　　  　　　　　　　　   

16.9 　　　　　   　　　　　　　　  
16.6  　　　　　  　　　　　　　　  
16.2  　　　　　  　　　　　　　　  

14.0    　　　　　  　　　　　　　　  
13.1    　　　　　　  　　　　　　　　 
11.8  　　　　　　　  　　　　　　　　 
8.3 　　　　　　　　 　　　　　　　　  

3.0　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 
3.3　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 

概要版

マスコットキャラクター
ココロン

福岡市では、様々な人権啓発イベント、講座・講演会を開催しています。
お気軽にご参加ください。

ココロンセンター  福岡 検 索

福岡市人権啓発センター
（ココロンセンター）

福岡市人権啓発センターでは、セミナーやフェスティバルなどの
人権啓発事業の開催、図書・DVDなどの閲覧・貸出、様々な人権
問題に関する相談などを行っています。また、市内の企業に対し
て、当センターの職員を派遣して研修を行っています。相談や研修
は無料です。

所 在 地

休 館 日

開館時間

T E L F A X

福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号 あいれふ8階
092-717-1237 092-724-5162

10時～21時 
土曜日・年内最終開館日は17時30分まで
日曜日／毎月最終土曜日
／祝・休日／年末年始 福岡市健康づくりサポートセンター

（あいれふ）

上位5項目は前回から変化はな
く、今回追加した「ヘイトスピー
チによる人権侵害」は約2割で、
上から11番目となっています。

Uni-Voice
音声コード



0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35% 45%

関心がある
65.6％

関心が
ない
24.7％

今回（令和 7 年度） 前回（令和4年度）

ない
67.6％

ある
12.2％

わからない
16.9％

無回答 3.2％

人権問題への関心がありますか？Q.

この５年間に差別をされた、
人権を侵害されたと思ったことが
ありますか？

Q.

この5年間に「何について」「どこで」差別、人権侵害をされたと
感じましたか？Q.

同和問題について、いまなお差別があると思いますか？Q.

女性に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)Q.

子どもに関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)Q.

進学などの教育の面

凡例

就職などの面

結婚の面

生活環境面

日常のつきあいの面

社会における偏見意識

同和地区の家や
土地の購入の面

インターネットへの
書き込みなど

差別は厳しい 多少差別はある 差別はない わからない 無回答
同和地区のことは
知らない

0% 20%10% 40%30% 50%

36.7        

32.7        　 

29.3     　  　   

25.4　  　   　　    

20.5　　　　　  　　   

子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと

家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備

性犯罪や性暴力の被害を受けること

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な
役割分担意識を他人に押しつけること

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における
男女差など、職場における待遇に男女の違いがあること

0% 20%10% 40%30% 50% 60%

56.6

39.0  　　　　

25.8            　　　　 

24.3     　     　　　　  

17.0   　　　      　　　　  

いじ め や 無 視 、嫌 がらせ ( インターネット や
S N S 上 の 書 き 込 みも 含 む ) など を 受 けること

保護者などから、虐待(身体的、心理的、性的)や育児放棄されること
いじめをしている人や、いじめられている人を

見て見ぬふりをすること

ヤングケアラーに か か る問 題

子どもの将来がその生まれ育った環境によって
左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること

※割合の高かった選択肢上位5項目を掲載
※3つまで選択人権問題全般 様々な人権問題

関心がある
69.2％

関心が
ない
27.5％

関心がある
17.1%

多少
関心がある
52.1%

無回答
3.3％

関心がない
5.5％

あまり
関心がない
22.0%

教育機関等
（保育所・学校） 家庭 職場

・企業
地域

（生活圏）
行政
機関 その他インターネット・

SNS
医療機関・
福祉施設

年齢

性別

収入・財産

学歴・出身校・職業

容姿

障がい・病気(感染症など)

「年齢」「性別」「収入・財産」「学歴・出身校・職業」などについて、差別や人権侵害をされ
たと回答しており、場所は「職場・企業」が最も高くなっています。
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4.1 4.8 5.5 6.9 1.4 2.8 1.4

4.1 6.2 5.5 12.4 3.4 1.4 2.8

1.4 3.4 2.8 19.3 2.1 2.8 2.1

2.1 5.5 22.1 2.8 2.1 3.4 2.1
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※1％未満の数値は、
表示していない

前回と比較して、「関心がある」の割合が3.6ポイント増加
している一方、「関心がない」の割合も2.8ポイント増加して
います。

前回と比較して、「ある」の割合が2.7ポイント減少し、「ない」
の割合は1.6ポイント減少しています。

（あてはまるものすべて）（割合の高かった項目を掲載）

いずれの項目でも「差別はある」との回答があり、「結婚」「社会における偏見意識」の項目が他の項目に比べて高くなって
いる一方、前回と比べると、すべての項目で「同和地区のことは知らない」との回答が増加しています。

前回と同様に「いじめや無視、嫌がらせなどを受けること」が
最も高く、「保護者などから虐待や育児放棄」も、前回から5.9
ポイント減少したものの高い割合となっています。

前回と同様に「社会の仕組みが未整備」が最も高く、次いで、今回追加した「女性の貧困」や「性犯罪や性暴力の被害」が
高くなっています。

「差別はある」=
「差別は厳しい」
「多少差別はある」を
合計した割合

4.8 4.8 6.2 11.0 1.4 1.4

1 2
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無回答 3.2％

人権問題への関心がありますか？Q.

この５年間に差別をされた、
人権を侵害されたと思ったことが
ありますか？

Q.

この5年間に「何について」「どこで」差別、人権侵害をされたと
感じましたか？Q.

同和問題について、いまなお差別があると思いますか？Q.

女性に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)Q.

子どもに関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)Q.

進学などの教育の面

凡例

就職などの面

結婚の面

生活環境面

日常のつきあいの面

社会における偏見意識

同和地区の家や
土地の購入の面
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書き込みなど
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子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと

家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備

性犯罪や性暴力の被害を受けること

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な
役割分担意識を他人に押しつけること

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における
男女差など、職場における待遇に男女の違いがあること
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保護者などから、虐待(身体的、心理的、性的)や育児放棄されること
いじめをしている人や、いじめられている人を

見て見ぬふりをすること

ヤングケアラーに か か る問 題

子どもの将来がその生まれ育った環境によって
左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること

※割合の高かった選択肢上位5項目を掲載
※3つまで選択人権問題全般 様々な人権問題
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「年齢」「性別」「収入・財産」「学歴・出身校・職業」などについて、差別や人権侵害をされ
たと回答しており、場所は「職場・企業」が最も高くなっています。
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※1％未満の数値は、
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前回と比較して、「関心がある」の割合が3.6ポイント増加
している一方、「関心がない」の割合も2.8ポイント増加して
います。

前回と比較して、「ある」の割合が2.7ポイント減少し、「ない」
の割合は1.6ポイント減少しています。

（あてはまるものすべて）（割合の高かった項目を掲載）

いずれの項目でも「差別はある」との回答があり、「結婚」「社会における偏見意識」の項目が他の項目に比べて高くなって
いる一方、前回と比べると、すべての項目で「同和地区のことは知らない」との回答が増加しています。

前回と同様に「いじめや無視、嫌がらせなどを受けること」が
最も高く、「保護者などから虐待や育児放棄」も、前回から5.9
ポイント減少したものの高い割合となっています。

前回と同様に「社会の仕組みが未整備」が最も高く、次いで、今回追加した「女性の貧困」や「性犯罪や性暴力の被害」が
高くなっています。

「差別はある」=
「差別は厳しい」
「多少差別はある」を
合計した割合
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Q.高齢者に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)
インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、

生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと
道路・建物・交通機関の段差や階段など

外出先での不便が多いこと
住宅を容易に借りることができないこと

経済的に自立が困難なこと

0% 20%10% 40%30% 50%

43.5

24.6 　　　　　　　　

22.6   　　　　　　　　 

22.5  　　　　　　　　 

22.2  　　　　　　　　  

0% 20%10% 40%30% 50%

42.9   

28.2    　　　　　　  

20.0　　　　   　　　　　　  

17.5    　　　　  　　　　　　  

18.4  　　　　　　　　　　　   

ハンセン病について正しく理解されておらず、
誤った認識や偏見があること

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること

職場や学校で不利な扱いを受けること

わからない

他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、
人権を侵害する情報を掲載すること

本人の承諾無く氏名や住所といった
個人情報、写真などを掲載すること

情報の発信者が匿名の場合が多いため、
被害者が救済されにくいこと

偽・誤情報(動画や画像を含む)が流通、拡散されること

情報の発信者が匿名の場合が多いため、
利用者の倫理観が低下しやすいこと

0% 10% 50%40%30%20% 60% 70%

61.1

33.3  　　　　　　　　　　

23.1  　　　 　　　　　　　　　　

22.5   　　　 　　　　　　　　　　 

21.6  　　　 　　　　　　　　　　  

Q.障がい者に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)
働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと

障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと

差別的な言動を受けること
道路・建物・交通機関の段差や階段など

外出先での不便が多いこと
聴覚や視覚に障がいがある人などへ

必要な情報を伝える配慮が足りないこと
0% 20%10% 40%30%

31.8

30.8  

29.3   

28.8     

15.8 　　　　　　    

Q.日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)
外国人ということで個人としてではなく、

ひとくくりに固定的なイメージを持たれること
外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、

外国人が地域社会に十分に受け入れられないこと
日本語が不自由な外国人が、保護、医療、防災、教育などの

生活に必要な情報を十分に手に入れることができないこと
インターネット上での書き込みやヘイトスピーチなど、

不当な差別的言動を受けること

わからない
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Q.感染症等の患者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)
感染症について正しく理解されておらず、

誤った認識や偏見があること
感染者やその家族等が悪意のある噂を流されたり

差別的な言動を受けること(インターネットでの誹謗中傷含む)

職場や学校で不利な扱いを受けること

病院で治療・入院を拒否されること

わからない

Q.インターネットに関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)

不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、
プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める

加害者に対する罰則規定を設けるなど、
法令等により規制する

実名登録を義務づけるなど、
情報の発信者に対する制限を設ける

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する

被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する
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Q.インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要だと思われること(※)

Q.性的マイノリティに関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)

Q.ハンセン病患者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること(※)
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悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること
性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること

相談できる相手が少ないこと
行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同等の

扱いを受けられない場合があること(住宅・医療・保険など)
職場や学校でからかいや嫌がらせを受けること
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22.4  　　　　 

21.9   　　　　 

20.1    　　　     

「生活に必要な情報が十
分に伝わりにくいこと」が
最も高く、内容にインター
ネットに関する記述が加
わった前回と同様、４割を
超えています。

上位4項目は前回
から大 きな 変 化
は 見られ ません
が、「働ける場所
や 能 力を 発 揮 す
る機 会 が 少 な い
こと」は減少傾向
にあります。

今回追加した「固定的な
イメージを持たれること」
が最も高い一方、「必要な
情報を手に入れることが
で き な い 」が 前 回 か ら
12.3ポイント減少して
います。

前回と同様に「誤った認識や
偏見があること」が最も高く、

「わからない」との回答は2割
未満で8.7ポイント減少して
います。

前回と同様に「誤った
認 識 や 偏 見 が あ るこ
と」が 最も 高 い 一 方 、

「わからない」も3割を
超えています。

「人権を侵害する情報を
掲載すること」が最も高く、
6割を超えており、今回
追加した「偽・誤情報の
流通、拡散」は約２割で
すが4番目に高くなって
います。

「情報の停止、削除を求める」「法
令等により規制する」が高い一方、

「プロバイダー等による情報等の
自主的な停止・削除」は前回より
17.0ポイント減少しています。

「噂を流されたり差別的言動を受けること」が前回から4.5ポイント増加し、「誤解や偏見」と順番が
入れ替わっています。

※割合の高かった選択肢上位5項目を掲載
※3つまで選択様々な人権問題

3 4
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5年間に、人権問題についての啓発活動で見たり聞いたりしたことがあるものQ.
（あてはまるものすべて）

災害に伴う問題に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）Q.

働く人の人権に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）Q.

経済的に自立が困難なこと 49.5

23.8　　　　　　　　　　　     

21.5　　　　　　　　　　　        

19.4　　　 　　　　　　　　　　   

20.6    　　　　　　　　　　　　  

通行人等から暴力をふるわれること

わからない

ホームレスの人たちに対する誤った
認識や偏見が存在していること

差別的な言動を受けること

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、
経済的負担など長期間被害に苦しむこと

マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバシーに
関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること

犯罪被害者自身にも原因やきっかけを与えるなどの
落ち度があったと言われること

刑事裁判手続きにおいて必ずしも
被害者の声が十分反映されるわけではないこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること

悪意のある噂を流されたり
差別的な言動を受けること

更生した人たちに対する誤った
認識や偏見が存在していること

就職・職場で不利な扱いを受けること

住宅を容易に借りることができないこと

わからない

身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと
拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという

当然の権利を奪われていること
拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する

情報を得ることができないこと
拉致問題に関する

国民の理解が足りないこと

わからない

避難生活の長期化によるストレスなどの
二次的被害があること

避難生活でプライバシーが守られないこと
女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・

性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと
支援や被災状況などの必要な情報が行き届かないこと

デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること

同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること

パワーハラスメントがあること

非正規雇用など不安定な雇用形態から
抜け出したくても抜けられないこと

セクシュアルハラスメントがあること

顧客や取引先からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）があること

人権啓発テレビCM

市政だよりの人権啓発記事(コラムや特集など)

人権尊重作品(標語・ポスター・作文)
市政だより12月1日号と同時配布の

広報紙「考えようみんなの人権」
SNSや動画投稿サイト(YouTubeなど)、

インターネット広告
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Q.ホームレスに関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）
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上位の項目は前回から大きな変化は
見られませんが、「通行人等から暴力
をふるわれること」は7.1ポイント減
少しています。

前回と同様に「私生活
の平穏を保てなくなる
こと」「長期間被害に苦
しむこと」が特に高く、
5割を超えています。

「誤った認識や偏見」「差別的
な言動」「不利な扱い」は過
去の調査でも高く、順番の入
れ替わりはあるものの大き
な変化はみられません。

上位3項目は過去の調査でも
高 い 一 方 で 減 少 傾 向 に あり、

「わからない」が増加しています。

上位3項目は過去の
調査でも高く、なかで
も「十分な配慮が行
き届かないこと」が
前回から7.3ポイン
ト増加しています。

上位3項目は過去の調
査でも高い一方で減少
傾向にあり、「見たり聞
いたりしたものはない」
が前回より6.8ポイン
ト増加しています。

前回と同様に、「パワー
ハラスメントがあるこ
と」が最も高く、「カス
タマーハラスメント」が
10.0ポイント増加して
います。

人権問題の啓発

テレビ番組・CM
市政だより、広報紙、パンフレット

メールマガジンやSNS、動画投稿サイト(YouTubeなど)での発信
公民館・市民センターなど、地域での講演会・人権講座・研修会

インターネットを活用したオンライン講座・研修会
新聞記事・広告

ホームページ、インターネット広告
映画の放映

デジタルサイネージや掲示物(ポスター・横断幕など)
人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会

人権問題についての理解を深めるにあたって、どのようなものが役立つと思うか
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Q.
（3つまで選択）（割合の高かった項目を掲載）

上位項目に大きな変化はありません
が、「テレビ番組・CM」は10.5ポイン
ト減少しています。今回追加した「映画
の放映」は8番目になっています。

※割合の高かった選択肢上位5項目を掲載
※3つまで選択様々な人権問題
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デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること

同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること

パワーハラスメントがあること

非正規雇用など不安定な雇用形態から
抜け出したくても抜けられないこと

セクシュアルハラスメントがあること

顧客や取引先からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）があること

人権啓発テレビCM

市政だよりの人権啓発記事(コラムや特集など)

人権尊重作品(標語・ポスター・作文)
市政だより12月1日号と同時配布の

広報紙「考えようみんなの人権」
SNSや動画投稿サイト(YouTubeなど)、

インターネット広告
0% 10% 30%20% 40%

37.7

28.1 　　　　 

23.9　　   　　　　  

14.2　　　　　　　  　　　　  

8.8　　　　　　　　　　　　　　　  

0% 10% 50%40%30%20% 60%

0% 10% 50% 60%40%30%20% 70%

59.3

54.6  　

54.0  　

37.2   　　　　 　 

23.4      　　　　　　　  　

0% 10% 50%40%30%20% 60%

0% 20%10% 40%30% 50%

38.8

38.3 

32.4  　　　

13.0　　　　　　 　　　　 　　　

25.2  　　    　　　

0% 20%10% 40%30% 60%50%

49.7

30.3　  　　　　　

23.4　　   　 　　　　　

22.6　　　  　　　　　　

22.5　　　      　　　　  

Q.ホームレスに関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

Q.北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上、問題があると思われること（※）

57.7

54.0   

25.3  　　　　　　　　   

22.1　   　　　　　　　　  

22.0      　　　　　　　　   

0% 10% 50%40%30%20% 60%

55.7   

54.0     

44.0      　　　   

24.0              　　　　　　　　　    

16.6          　　　　　　　　　　　　　 　   

上位の項目は前回から大きな変化は
見られませんが、「通行人等から暴力
をふるわれること」は7.1ポイント減
少しています。

前回と同様に「私生活
の平穏を保てなくなる
こと」「長期間被害に苦
しむこと」が特に高く、
5割を超えています。

「誤った認識や偏見」「差別的
な言動」「不利な扱い」は過
去の調査でも高く、順番の入
れ替わりはあるものの大き
な変化はみられません。

上位3項目は過去の調査でも
高 い 一 方 で 減 少 傾 向 に あり、

「わからない」が増加しています。

上位3項目は過去の
調査でも高く、なかで
も「十分な配慮が行
き届かないこと」が
前回から7.3ポイン
ト増加しています。

上位3項目は過去の調
査でも高い一方で減少
傾向にあり、「見たり聞
いたりしたものはない」
が前回より6.8ポイン
ト増加しています。

前回と同様に、「パワー
ハラスメントがあるこ
と」が最も高く、「カス
タマーハラスメント」が
10.0ポイント増加して
います。

人権問題の啓発

テレビ番組・CM
市政だより、広報紙、パンフレット

メールマガジンやSNS、動画投稿サイト(YouTubeなど)での発信
公民館・市民センターなど、地域での講演会・人権講座・研修会

インターネットを活用したオンライン講座・研修会
新聞記事・広告

ホームページ、インターネット広告
映画の放映

デジタルサイネージや掲示物(ポスター・横断幕など)
人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会

人権問題についての理解を深めるにあたって、どのようなものが役立つと思うか

0% 20%10% 40%30% 50%

41.2
25.4   　　　　　 

21.1　    　　　　　 
20.6　      　　　　　 

15.2　　 　      　　　　　
12.2　　  　　　   　　　　　
12.2　　  　　　   　　　　　

8.3　　　　  　　　   　　　　  
6.9　　　　　  　　　  　　　　  
6.6　　　　　  　　　                 

Q.
（3つまで選択）（割合の高かった項目を掲載）

上位項目に大きな変化はありません
が、「テレビ番組・CM」は10.5ポイン
ト減少しています。今回追加した「映画
の放映」は8番目になっています。

※割合の高かった選択肢上位5項目を掲載
※3つまで選択様々な人権問題
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 本調査に関するお問い合わせ先 

福岡市では、人権問題に関する市民の意識を把握し、啓発事業等の人権施策の一層効果的な推進を図ると
ともに、今後本市が取り組むべき人権行政のあり方を検討するため、調査を実施しています。

令和7年度（2025年度）人権問題に関する市民意識調査

【TEL】092-711-4338 【FAX】092-733-5863
【E-mail】jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp

人権啓発相談室 

月～金曜日／10時～12時、13時～17時

※詳細については、福岡市HPに掲載します。

令和8年3月発行

※回答は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならないことがあります。

福岡市　人権 検 索

相談専用 092-717-1247 相談時間

調査対象者

調査
方法

回収
状況

福岡市内に居住する満１８歳以上の市民 ３，０００人（住民基本台帳からの無作為抽出）

回答は令和7年10月に郵送
またはインターネットによる調査を実施

有効調査票
1,187票（回収率39.8％）

福岡市市民局人権部人権推進課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号

今回（令和 7 年度）

尊重されて
いる
55.9%尊重されて

いない
20.9%

前回（令和 4年度）

尊重されて
いる
60.6%

尊重されて
いない

人権が尊重されている社会だと思いますか？

どちらかといえば
尊重されていないと
思う12.7%

わからない 7.4%
無回答 2.3%

いちがいには
言えない
11.5%
尊重されて
いないと思う
5.4%

どちらかといえば
尊重されていると
思う 47.9%

尊重されて
いると思う
12.7%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット（SNSを含む）による人権侵害
働く人の人権(パワーハラスメントや長時間労働など)

女性の人権
障がい者の人権

犯罪被害者やその家族の人権
災害に伴う人権(避難生活でのプライバシーの問題や風評被害など)

性的マイノリティの人権
高齢者の人権
子どもの人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権
ヘイトスピーチによる人権侵害

外国人の人権
ホームレスの人権

同和問題に関する人権
感染症の患者等(HIV感染者、肝炎ウィルス感染者、新型インフルエンザ等の感染者等)の人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権
ハンセン病患者・元患者や家族等の人権

アイヌの人々の人権
その他
無回答

尊重されていないと思う人権問題は何ですか？
上の設問で「どちらかといえば尊重されている」「どちらかといえば尊重されていない」「尊重されていない」「いちがいには言えない」を選択した人のみ回答

（あてはまるものすべて）

人権問題に関する
市民意識調査

令和7年度 福岡市

Q.

Q.
前回と比較して、「尊重されている」の割
合が4.7ポイント増加し、過去の調査結
果と比較して、最も高くなっています。
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48.4　       　        

35.7 　　　　     　　　     
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11.8  　　　　　　　  　　　　　　　　 
8.3 　　　　　　　　 　　　　　　　　  

3.0　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 
3.3　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 

概要版

マスコットキャラクター
ココロン

福岡市では、様々な人権啓発イベント、講座・講演会を開催しています。
お気軽にご参加ください。

ココロンセンター  福岡 検 索

福岡市人権啓発センター
（ココロンセンター）

福岡市人権啓発センターでは、セミナーやフェスティバルなどの
人権啓発事業の開催、図書・DVDなどの閲覧・貸出、様々な人権
問題に関する相談などを行っています。また、市内の企業に対し
て、当センターの職員を派遣して研修を行っています。相談や研修
は無料です。

所 在 地

休 館 日

開館時間

T E L F A X

福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号 あいれふ8階
092-717-1237 092-724-5162

10時～21時 
土曜日・年内最終開館日は17時30分まで
日曜日／毎月最終土曜日
／祝・休日／年末年始 福岡市健康づくりサポートセンター

（あいれふ）

上位5項目は前回から変化はな
く、今回追加した「ヘイトスピー
チによる人権侵害」は約2割で、
上から11番目となっています。

Uni-Voice
音声コード


